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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第69期

第１四半期連結
累計期間

第70期
第１四半期連結
累計期間

第69期

会計期間

 
自　平成24年１月１日
至　平成24年３月31日

 

 
自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日

 

 
自　平成24年１月１日
至　平成24年12月31日

 

売上高 （千円） 12,467,188 13,093,526 54,974,964

経常利益 （千円） 773,125 1,100,351 4,856,863

四半期（当期）純利益 （千円） 440,063 630,586 2,737,994

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 841,297 2,549,305 3,467,493

純資産額 （千円） 31,997,778 36,386,360 34,256,719

総資産額 （千円） 62,742,734 67,329,028 65,767,618

１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 8.39 12.02 52.19

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 51.0 54.0 52.1

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 1,201,911 947,167 4,570,926

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △330,728 △1,348,005 △1,684,937

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △56,464 △86,786 △1,803,242

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（千円） 17,030,769 17,072,371 17,295,906

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(１)経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間（平成25年１月１日～平成25年３月31日）におけるわが国経済は、新政権の経済政策

への期待感により円高修正・株価回復の動きが見られたものの、欧州債務問題の長期化や新興国経済の成長鈍化に

より、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの主な需要先であります建設業界におきましては、公共投資が震災復興関連予算の執行等により堅

調に推移したものの、人手不足による工事着工の遅れなどから、全体として盛り上がりに欠ける動きとなりました。

このような経営環境のなか、当社グループは、主力の建設関連製品事業において、タブレット端末を利用した営業

員の情報武装化等により営業の顧客対応力・機動力を強化するとともに、時代のニーズに適合した「耐震」、「省

力化」製品・工法の品ぞろえの充実と安定的な供給に注力してまいりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は、130億９千３百万円（前年同期比5.0％増）、営業利益

は10億５千万円（前年同期比44.9％増）、経常利益は11億円（前年同期比42.3％増）、四半期純利益は６億３千万

円（前年同期比43.3％増）となりました。

　

セグメントの業績はつぎのとおりであります。

①　建設関連製品事業

インサート・スペーサー製品を中心とする岡部インダストリー株式会社製品の拡販により仮設・型枠製品

の販売が好調に推移したことに加え、耐震関連製品の需要取り込みにより構造機材製品の販売が伸長した結

果、売上高は103億３千万円（前年同期比7.8％増）となりました。

営業利益は高付加価値製品の売上構成比が増加したことなどにより、９億１千４百万円（前年同期比68.3％

増）となりました。
　
②　自動車関連製品事業

トラック・トレイラー向けボルトナット類の販売が競合他社との価格競争激化から伸び悩んだことなどに

より、売上高は14億２千５百万円（前年同期比2.8％減）となりました。

営業利益はバッテリー部品の生産・物流コスト削減に注力した結果、１億９千７百万円（前年同期比14.1％

増）となりました。
　
③　ホテル事業

観光客の伸び悩みによりホテル間でのシェア争いが激化するなど市場環境は悪化いたしましたが、各種営業

施策を積極的に実施したことにより、売上高は現地通貨ベースでは微減にとどまり、また、円安による為替換算

レートの影響から、10億８千万円（前年同期比4.6％増）となりました。

営業損益は販売促進等による経費が増加し、７千万円の損失（前年同期は５千６百万円の営業損失）となり

ました。
　
④　その他の事業

海洋事業において大型案件が減少したことなどにより、売上高は２億５千６百万円（前年同期比33.5％減）

となり、営業利益は８百万円（前年同期比86.6％減）となりました。
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(２)財政状態の分析

①　資産

流動資産は主に売上債権の減少により前連結会計年度末に比べ６億６千１百万円減少し、415億９千７百万円

となりました。

固定資産は主に投資有価証券の増加により前連結会計年度末に比べ22億２千万円増加し、257億２千５百万円

となりました。

以上の結果、総資産は前連結会計年度末に比べ15億６千１百万円増加し、673億２千９百万円となりました。
　

②　負債

流動負債は主に短期借入金の減少により前連結会計年度末に比べ16億９千８百万円減少し、215億７千２百万

円となりました。

固定負債は主に長期借入金の増加により前連結会計年度末に比べ11億３千万円増加し、93億６千９百万円とな

りました。

以上の結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ５億６千８百万円減少し、309億４千２百万円となりました。
　

③　純資産

純資産合計は前連結会計年度末に比べ21億２千９百万円増加し、363億８千６百万円となりました。また、自己

資本比率は前連結会計年度末に比べ1.9ポイント増加し、54.0％となりました。

　

(３)キャッシュ・フローの状況の分析

    当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローに係る収入９

億４千７百万円、投資活動によるキャッシュ・フローに係る支出13億４千８百万円、財務活動によるキャッシュ・

フローに係る支出８千６百万円となったことなどにより、前連結会計年度末と比べ２億２千３百万円減少し、170億

７千２百万円となりました。

 

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因はつぎのとおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、９億４千７百万円となりました(前年同期は12億１百万

円の収入)。主な要因は、たな卸資産の増加によるものであります。
　

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フローにおける支出は、13億４千８百万円となりました(前年同期は３億３千万

円の支出)。主な要因は、有形固定資産の取得による支出の増加によるものであります。
　

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローにおける支出は、８千６百万円となりました(前年同期は５千６百万円の

支出)。主な要因は、借入金の減少によるものであります。

　

(４)事業上および財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および

新たに生じた重要な課題はありません。

　

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）はつぎのとおりであります。

 

当社は、平成24年１月24日開催の取締役会において、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方

に関する基本方針（会社法施行規則第118条第３号に定義されるものをいい、以下、「基本方針」といいます。）な

らびに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組み（会社法施行規則第118条第３号ロ）のひとつとして、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策

（以下、「本プラン」といいます。）を継続することを決議し、平成24年３月29日開催の第68期事業年度に係る定時

株主総会の議案として上程し、株主の承認を得た上で発効いたしました。
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(1）本プランに関する基本的な考え方

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の

者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上

に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に

応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。

ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができ

ない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グ

ループの価値を十分に反映しているとはいえないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要

な情報が十分に提供されないものもありえます。

そのような提案に対して、当社は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時

間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。

　

(2）基本方針の実現に資する特別な取組み

①　中期経営計画による取組み

当社は、企業価値および株主価値の向上をより具体的に実践するため定期的に中期経営計画を策定してお

り、事業環境の変化を踏まえ、設備投資、人材育成、財務バランス等々に注意を払いつつ果敢に経営課題に挑戦

しております。

平成24年２月に公表いたしました６ヵ年経営計画「okabe-１番星★Plan-2017」では、創業百周年に向けさ

らなる飛躍を遂げるべく、３つのビジョンを掲げ、セグメント別の具体的な成長施策と経営基盤強化策を定め

ております。個々の施策を着実に実行することで、短期的な環境変化に踊らされることなく、目標達成に向け邁

進してまいります。

「okabe-１番星★Plan-2017」において掲げるビジョンは以下のとおりであります。

《ビジョン１》全製品が１番星★

コア事業である建設関連製品事業および準コア事業である自動車関連製品事業においては、今後新たに

参入する市場や製品分野を含め、すべての主要製品について、ターゲット市場におけるトップシェアの獲

得を目指します。

《ビジョン２》グローバル40

事業のグローバル展開を加速し、経常利益の海外比率を40％まで高めます。

《ビジョン３》経営基盤の革新

成長を支える「足腰」となる経営基盤を、ハードとソフトの両面から革新いたします。
 
②　コーポレート・ガバナンス強化による取組み

企業価値の確保および向上にあたって、経営の執行状況を極力透明化しこれを監視するシステムが必要であ

ると認識しておりますが、その一環として当社は、平成19年３月29日開催の第63回定時株主総会において、取締

役の経営責任のより一層の明確化と経営環境の変化に迅速に対応する体制を整備するため、取締役の任期を従

来の２年から１年へ短縮いたしました。また、取締役の報酬体系はこれまで以上に業績連動型に変更するため、

役員退職慰労金制度を廃止いたしました。なお、これらに先立ち平成13年３月より執行役員制度を導入して、経

営の意思決定と業務執行のそれぞれの効率化と迅速化に取り組んでおります。

また、経営の意思決定機関であると同時に取締役相互の牽制機能を有する取締役会を原則として月１回以上

開催するとともに、別途、役付取締役で構成する常務会を開催し、経営上重要な案件につき、事前に十分な検討

を行っております。この他、代表取締役社長および各部門の責任者で構成される部門責任者会議を原則として

週１回開催し、複数の部門にまたがる業務執行の効率化を促進するとともに、社会的規範への適合性の観点か

らも常に必要な検討を加えております。

当社の監査役会は社外監査役２名を含む４名（本四半期報告書提出日現在）で構成し、コーポレート・ガバ

ナンスをより実効あるものとするため、毎月１回以上開催される監査役会にて情報の共有を図るとともに、取

締役会に出席し、適宜発言しております。また、代表取締役社長と定期的な連絡会を開催し広く意見交換すると

ともに、他の重要な会議への出席や稟議書をはじめとする社内文書の閲覧を実施し、必要に応じて取締役以外

の者に説明を求めるなど、業務執行全般にわたって効率的な監査業務を行っております。

また、当社は代表取締役社長の直轄部門として内部監査室を設置し、内部統制の整備・運用状況につき有効

性評価等を実施するなど、監査機能の充実を図っております。さらに、常設組織として役付取締役を委員長とす

る、コンプライアンス委員会を設置しており、全社員を対象とした法令遵守の啓蒙活動を実施しております。
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(3）本プランの概要

①　対象となる大規模買付等

本プランは以下の(ⅰ）または(ⅱ）に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為（ただし、当

社取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下、「大規模買付等」といいます。）がなされる場合

を適用対象といたします。大規模買付等を行い、または行おうとする者（以下、「買付者等」といいます。）は、

予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものといたします。

(ⅰ）当社が発行者である株式等(注１）について、保有者(注２）の株式等保有割合(注３）が20％以上と

なる買付け

(ⅱ）当社が発行者である株式等(注４）について、公開買付け(注５）に係る株式等の株式等所有割合(注

６）およびその特別関係者(注７）の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け
　
②　「意向表明書」の当社への事前提出

買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付

等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下、「意向表明書」といい

ます。）を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。

(ⅰ）買付者等の概要

(イ）氏名または名称および住所または所在地

(ロ）代表者の役職および氏名

(ハ）会社等の目的および事業の内容

(ニ）大株主または大口出資者（所有株式または出資割合上位10名）の概要

(ホ）国内連絡先

(ヘ）設立準拠法

(ⅱ）買付者等が現に保有する当社の株式等の数、および「意向表明書」提出前60日間における買付者等の

当社の株式等の取引状況

(ⅲ）買付者等が提案する大規模買付等の概要（買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株

式等の種類および数、ならびに大規模買付等の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政

策投資、大規模買付等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等(注８）その他の

目的がある場合には、その旨および内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただき

ます。）を含みます。）
　
③　「本必要情報」の提供

上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に

対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」とい

います。）を日本語で提供していただきます。

まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(注９）（初日不算

入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②(ⅰ）(ホ）の国内連絡先に発

送いたしますので、買付者等には、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。

また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容および

態様等に照らして、株主の皆様のご判断および当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締

役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただき

ます。

なお、大規模買付等の内容および態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リス

ト」の一部に含まれるものといたします。

(ⅰ）買付者等およびそのグループ（共同保有者(注10）、特別関係者およびファンドの場合は各組合員そ

の他の構成員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名およ

び職歴等を含みます。）

(ⅱ）大規模買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細）、方法および内容

（経営参画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類および金額、大規模買付等の時期、関連する取引の

仕組み、買付予定の株式等の数および買付等を行った後における株式等所有割合、大規模買付等の方法

の適法性を含みます。）
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(ⅲ）大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報および大規模買

付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取

した場合における当該第三者の名称、意見の概要および当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経

緯を含みます。）

(ⅳ）大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法

および関連する取引の内容を含みます。）

(ⅴ）大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無および意思連絡がある場合はその内

容および当該第三者の概要

(ⅵ）買付者が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要

な契約または取決め（以下、「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相

手方および契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

(ⅶ）買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三

者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方および契約の対象と

なっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容

(ⅷ）大規模買付等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策

(ⅸ）大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客および地域社会その他の当社に係る

利害関係者の処遇等の方針

(ⅹ）当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
　
なお、当社は、当社取締役会が買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要、本必要情報の概

要ならびにその他の情報のうち株主および投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合

には、適切と判断する時点で開示いたします。

また、当社は、当社取締役会が買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、その旨

を買付者等に通知（以下、「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開示いたしま

す。
　
④　取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ）また

は(ⅱ）の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案の

ための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定いたします。

(ⅰ）対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には

最大60日間

(ⅱ）その他の大規模買付等の場合には最大90日間

ただし、上記(ⅰ）(ⅱ）いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会および独立委員会が合理的に必要

と認める場合には延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間および当該延長期間が必要とされる合理

的な理由を買付者等に通知するとともに株主および投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大

30日間といたします。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等

から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点か

ら、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものといたします。当社は、当社取締役会がこれらの検

討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知すると

ともに、適時かつ適切に株主および投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大

規模買付等に関する条件・方法について交渉し、さらに当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示する

こともあります。　
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(4）大規模買付行為に対する対抗措置の発動および停止等

①　対抗措置の発動等

当社取締役会が発動する対抗措置としては、新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の無償割当

てを行うことといたします。本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を

排除するため、独立委員会規定に従い当社社外取締役、当社社外監査役、または社外の有識者（実績のある会社

経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者またはこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営

陣から独立した者のみから構成される独立委員会（以下、「独立委員会」といいます。）の勧告を最大限尊重

するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしております。

当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、かかる勧告を踏まえて当社の企業価値・株

主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行うものといたし

ます。

当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わ

ず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について情報開示を行います。
 
②　対抗措置の発動の停止等

当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、(ⅰ）買付者等が大規模買付等を中

止した場合または(ⅱ）対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社

の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと

考えられる状況に至った場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の中止または発動の停止を決

定することがあります。

当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断

する事項について情報開示を行います。

　

(5）株主・投資家に与える影響等

①　本プランの継続時に株主・投資家に与える影響

本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主の皆

様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。
 
②　対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響

当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期

日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき本新株予約権１個を上限と

した割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時に

おいても、株主の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式

全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式１株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主の

皆様の有する当社株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定して

おりません。

ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に法的権利または経済的利益に何らか

の影響が生じる場合があります。
　
③　本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き

本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当

ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要となります。

また、当社が取得条項を付した新株予約権取得の手続きをとる場合には、買付者等以外の株主の皆様におか

れては、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権取得の対価として当社

株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する払込み等の手続きは不要となります。

以上のほか、割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償

割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令および金

融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示または通知を行いますので、当該開示または通知の内容をご

確認下さい。
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(6）本プランの有効期間、廃止および変更

本プランの有効期間は、平成27年３月開催予定の定時株主総会終結の時までの３年間となります。

ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がな

された場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものといたします。また、当社の

株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プラン

はその時点で廃止されるものといたします。

　

(注)１金融商品取引法第27条の23第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下、別段の定めがな
い限り同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する
新法令等の制定を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締
役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各
条項に読み替えられるものとします。
２ 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を
含みます。
３ 金融商品取引法第27条の23第４項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下、同じと
します。
４ 金融商品取引法第27条の２第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下、(ⅱ）において
同じとします。
５ 金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。以下、同じとします。
６ 金融商品取引法第27条の２第８項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下、同じと
します。
７ 金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げる者につ
いては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除き
ます。以下、同じとします。
８ 金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項、および株券等の大量保有
の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。以下、別段の定めがない限り
同じとします。
９ 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下、同じと
します。
10金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみな
されると当社取締役会が認めた者を含みます。以下、同じとします。

 

(５)研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、114,608千円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年５月15日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 55,290,63255,290,632
東京証券取引所

(市場第一部)
単元株式数　100株

計 55,290,63255,290,632 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成25年１月１日～

　平成25年３月31日
－ 55,290,632 － 6,911,700 － 6,039,545

 

（６）【大株主の状況】

  当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成25年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　2,832,600
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

52,445,300
524,453 －

単元未満株式
普通株式（注）

12,732
－ １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 55,290,632 － －

総株主の議決権 － 524,453 －

（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式75株が含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成25年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

（自己保有株式） 

岡部株式会社

東京都墨田区押上二丁目

８番２号
2,832,600－ 2,832,600 5.12

計 － 2,832,600－ 2,832,600 5.12

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年１月１日から平成

25年３月31日まで）および第１四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年３月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、監査法人大手門会計事務所により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,334,878 17,115,329

受取手形及び売掛金 ※1
 19,317,833

※1
 18,078,143

商品及び製品 2,702,096 3,248,319

仕掛品 687,027 772,395

原材料及び貯蔵品 1,396,175 1,581,396

その他 854,582 919,403

貸倒引当金 △33,658 △117,725

流動資産合計 42,258,936 41,597,262

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,884,581 9,503,790

機械装置及び運搬具（純額） 1,831,689 1,887,990

土地 3,713,260 3,959,837

その他（純額） 2,420,555 2,614,328

有形固定資産合計 16,850,087 17,965,947

無形固定資産

のれん 476,389 522,726

その他 371,781 382,516

無形固定資産合計 848,171 905,243

投資その他の資産

投資有価証券 3,814,411 4,455,504

その他 2,394,543 2,673,934

貸倒引当金 △402,152 △275,259

投資その他の資産合計 5,806,801 6,854,179

固定資産合計 23,505,060 25,725,369

繰延資産

開業費 3,620 6,397

繰延資産合計 3,620 6,397

資産合計 65,767,618 67,329,028
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 5,254,084

※1
 5,428,815

信託未払金 9,934,266 9,402,747

短期借入金 5,026,583 4,049,635

未払法人税等 1,094,742 408,774

賞与引当金 60,131 237,215

その他 1,901,708 2,045,611

流動負債合計 23,271,517 21,572,799

固定負債

長期借入金 4,488,368 5,501,200

退職給付引当金 1,878,602 1,885,308

資産除去債務 38,853 38,932

その他 1,833,557 1,944,427

固定負債合計 8,239,381 9,369,868

負債合計 31,510,899 30,942,668

純資産の部

株主資本

資本金 6,911,700 6,911,700

資本剰余金 6,042,037 6,042,037

利益剰余金 26,595,480 26,806,402

自己株式 △1,031,173 △1,031,173

株主資本合計 38,518,044 38,728,967

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 210,406 408,001

為替換算調整勘定 △4,471,732 △2,750,607

その他の包括利益累計額合計 △4,261,325 △2,342,606

純資産合計 34,256,719 36,386,360

負債純資産合計 65,767,618 67,329,028
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年３月31日)

売上高 12,467,188 13,093,526

売上原価 9,149,982 9,515,868

売上総利益 3,317,206 3,577,657

販売費及び一般管理費 2,592,387 2,527,579

営業利益 724,819 1,050,077

営業外収益

受取利息 10,226 9,598

受取配当金 10,218 10,972

貸倒引当金戻入額 10,001 42,173

その他 78,818 49,866

営業外収益合計 109,265 112,610

営業外費用

支払利息 60,130 48,645

その他 828 13,691

営業外費用合計 60,958 62,337

経常利益 773,125 1,100,351

特別利益

会員権売却益 285 －

その他 130 －

特別利益合計 415 －

特別損失

固定資産処分損 11,784 2,044

関係会社株式評価損 － 12,529

その他 － 100

特別損失合計 11,784 14,673

税金等調整前四半期純利益 761,757 1,085,677

法人税、住民税及び事業税 328,603 455,165

法人税等調整額 △6,909 △74

法人税等合計 321,694 455,091

少数株主損益調整前四半期純利益 440,063 630,586

四半期純利益 440,063 630,586
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 440,063 630,586

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 143,993 197,594

為替換算調整勘定 257,241 1,721,124

その他の包括利益合計 401,234 1,918,718

四半期包括利益 841,297 2,549,305

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 841,297 2,549,305
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 761,757 1,085,677

減価償却費 360,060 291,435

賞与引当金の増減額（△は減少） 174,624 177,084

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,870 △42,826

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,155 1,847

受取利息及び受取配当金 △20,445 △20,570

支払利息 60,130 48,645

関係会社株式評価損 － 12,529

売上債権の増減額（△は増加） 812,709 1,440,653

たな卸資産の増減額（△は増加） △412,599 △606,234

仕入債務の増減額（△は減少） 508,609 △2,254

その他の流動負債の増減額（△は減少） △127,214 △252,392

その他の固定負債の増減額（△は減少） △6,605 3,228

その他 132,876 △31,159

小計 2,227,187 2,105,662

法人税等の支払額 △1,025,276 △1,158,495

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,201,911 947,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △200,000

有価証券の取得による支出 △2,000,000 △1,000,000

有価証券の売却による収入 2,000,000 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △163,180 △629,249

無形固定資産の取得による支出 △3,201 △2,394

投資有価証券の取得による支出 △400,000 △349,036

投資有価証券の売却による収入 200,000 －

保険積立金の積立による支出 △9,818 △215,385

利息及び配当金の受取額 21,527 22,220

その他 23,943 25,840

投資活動によるキャッシュ・フロー △330,728 △1,348,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 4,983,203 2,419,099

短期借入金の返済による支出 △4,820,000 △2,349,324

長期借入れによる収入 － 1,050,000

長期借入金の返済による支出 △108,137 △1,100,763

配当金の支払額 △26,580 △33,804

利息の支払額 △49,604 △40,015

その他 △35,345 △31,976

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,464 △86,786

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,868 264,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 785,850 △223,534

現金及び現金同等物の期首残高 16,244,919 17,295,906

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 17,030,769

※1
 17,072,371
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【会計方針の変更等】

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（税金費用の計算）

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利

益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の処理

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関休業日のた

め、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当第１四半期連結会計期間末日満期手形はつぎのとお

りであります。

　
前連結会計年度

（平成24年12月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年３月31日）

受取手形 368,745千円 476,184千円

支払手形 23,704〃 25,693〃

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年１月１日
至  平成25年３月31日）

現金及び預金 17,456,046千円 17,115,329千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △425,277 〃 △42,957 〃

現金及び現金同等物 17,030,769千円 17,072,371千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年３月31日）

配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月29日

定時株主総会
普通株式 314,748 6.00平成23年12月31日平成24年3月30日利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31日）

配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年３月28日

定時株主総会
普通株式 419,663 8.00平成24年12月31日平成25年３月29日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年３月31日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

 

報告セグメント

調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）

建設関連
製品事業

自動車関連
製品事業

ホテル事業
その他の
事業

計

売上高    　    

外部顧客への

売上高
9,581,0591,466,9581,033,043386,12612,467,188－ 12,467,188

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － (－) －

計 9,581,0591,466,9581,033,043386,12612,467,188(－)12,467,188

セグメント利益又は
損失（△）

543,236173,326△56,90765,163724,819 (－) 724,819

（注）セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

 

報告セグメント

調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）

建設関連
製品事業

自動車関連
製品事業

ホテル事業
その他の
事業

計

売上高    　    

外部顧客への

売上高
10,330,7491,425,2601,080,607256,90913,093,526－ 13,093,526

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － (－) －

計 10,330,7491,425,2601,080,607256,90913,093,526(－)13,093,526

セグメント利益又は
損失（△）

914,245197,704△70,612 8,7391,050,077(－) 1,050,077

（注）セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

岡部株式会社(E01412)

四半期報告書

19/22



（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 ８円39銭 12円02銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 440,063 630,586

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 440,063 630,586

普通株式の期中平均株式数（株） 52,458,056 52,457,957

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年５月14日

岡部株式会社

取締役会　御中

監査法人　大手門会計事務所

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 植木　暢茂　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 武川　博一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 根本　芳男　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている岡部株式会社の平

成25年１月１日から平成25年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年１月１日から平成25年

３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー

計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、岡部株式会社及び連結子会社の平成25年３月31日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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